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(57)【要約】
【課題】コンテナの位置や番号を一元管理し、コンテナ
物流の効率化を図ることのできるコンテナ位置管理シス
テムを提供する
【解決手段】コンテナ情報を入力し、送信する機能を備
えた荷主端末１２と、荷主からの依頼を受けてコンテナ
の搬出入を行うトレーラ５０の運転手が所持し、コンテ
ナ番号を取得する撮像機能と、取得された画像データか
ら前記コンテナ番号を認識する光学文字認識機能、ＧＰ
Ｓ機能、および通信機能とを備えた携帯端末１４と、前
記コンテナ情報と、前記コンテナ番号と前記位置情報と
を関連付けて記録する機能と、コンテナターミナル２０
の位置情報とに基づいて携帯端末１４を保持しているト
レーラ５０の到着予定情報を算出する機能と、通信機能
を備えたコンピュータ１６と、コンピュータ１６からの
情報に基づいて、コンテナヤード２２に備えられたＲＴ
Ｇ２４の作業指示端末に荷役指示を出力するターミナル
端末１８と、を有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテナターミナルに対して搬出入するコンテナの、コンテナ番号を含むコンテナ情報
を入力する機能と、前記コンテナ情報を送信するための通信機能とを備えた荷主端末と、
　前記荷主端末を有する荷主からの依頼を受けて前記コンテナターミナルに対する前記コ
ンテナの搬出入を行うトレーラの運転手が所持する端末であって、前記コンテナのコンテ
ナ番号または船荷証券に記載されたコンテナ番号を取得する撮像機能と、前記撮像機能に
よって取得された画像データから前記コンテナ番号を認識する光学文字認識機能と、前記
コンテナ番号を撮像した位置情報を検出する全地球測位システム機能、および前記光学文
字認識機能によって認識されたコンテナ番号と、前記位置情報とを送信するための通信機
能とを備えた携帯端末と、
　前記荷主端末からの前記コンテナ情報と、前記携帯端末からの前記コンテナ番号と前記
位置情報とを関連付けて記録する機能と、前記位置情報と、前記コンテナを搬出入する前
記コンテナターミナルの位置情報とに基づいて前記携帯端末を保持している前記トレーラ
の前記コンテナターミナルへの到着予定情報を算出する機能と、前記荷主端末から送信さ
れた前記コンテナ情報と、前記携帯端末から送信された前記コンテナ番号と前記位置情報
とを受信すると共に、前記コンテナ情報と、前記トレーラの前記到着予定情報を送信する
ための通信機能を備えたコンピュータと、
　前記コンピュータから前記コンテナ情報と、前記トレーラの前記到着予定情報とを受信
し、前記到着予定情報に基づいて、コンテナヤードに備えられた作業指示端末に、クレー
ンによる荷役指示を出力するターミナル端末と、を有することを特徴とするコンテナ位置
管理システム。
【請求項２】
　前記ターミナル端末は、前記トレーラが前記コンテナターミナルのゲートに到着した際
に手続を行うゲート端末を備え、
　前記ゲート端末からの手続情報を受けることにより、前記トレーラが前記コンテナター
ミナルに到着したと判定し、前記判定に基づいて前記作業指示端末に荷役指示を出力する
ことを特徴とする請求項１に記載のコンテナ位置管理システム。
【請求項３】
　前記コンテナの海運を国内船社が担う場合に、搬入される前記コンテナのコンテナ情報
と、搬出される前記コンテナのコンテナ情報を共通の前記コンピュータにより、登録管理
することを特徴とする請求項１または２に記載のコンテナ位置管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、港湾荷役に係り、特にコンテナを用いた搬送をスムーズかつ効率的に行うた
めに好適なコンテナ位置管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンテナ物流の効率化を図る上で課題とされる問題として、必要とするコンテナが何処
にあるのかわからない、コンテナヤードに置かれたコンテナをいつ引き取りに来るのかわ
からないといったものがある。
【０００３】
　このような問題に対して、例えば特許文献１には、高機能携帯電話端末などを用いて、
トレーラの位置を把握し、トレーラがどの位の時間でコンテナターミナルに到着するかを
算出することで、トレーラが引き取るコンテナの搬出準備を行うといった方法が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１３－１４０４１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献に開示されている技術は、コンテナ管理、トレーラ管理という各側面から
見た場合、それぞれコンテナ物流における効率化を図ることができると考えられる。
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示されているシステムでは、コンテナ管理、トレーラ管理の双
方をコンテナターミナルに配置された端末で行う構成とされている。このため、広域的に
見た場合には、システムが導入されていないコンテナターミナルに関しては、解決策を取
ることができないという問題がある。また、実状では、コンテナを搬送するトレーラの運
転手は、船社や荷主と直接の雇用関係の無い、いわゆる流しの者もおり、管理体制の一元
化を図る事が困難であるといった問題もある。
【０００７】
　そこで本発明では、コンテナの位置や番号を一元管理し、コンテナ物流の効率化を図る
ことのできるコンテナ位置管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係るコンテナ位置管理システムは、コンテナターミ
ナルに対して搬出入するコンテナの、コンテナ番号を含むコンテナ情報を入力する機能と
、前記コンテナ情報を送信するための通信機能とを備えた荷主端末と、前記荷主端末を有
する荷主からの依頼を受けて前記コンテナターミナルに対する前記コンテナの搬出入を行
うトレーラの運転手が所持する端末であって、前記コンテナのコンテナ番号または船荷証
券に記載されたコンテナ番号を取得する撮像機能と、前記撮像機能によって取得された画
像データから前記コンテナ番号を認識する光学文字認識機能と、前記コンテナ番号を撮像
した位置情報を検出する全地球測位システム機能、および前記光学文字認識機能によって
認識されたコンテナ番号と、前記位置情報とを送信するための通信機能とを備えた携帯端
末と、前記荷主端末からの前記コンテナ情報と、前記携帯端末からの前記コンテナ番号と
前記位置情報とを関連付けて記録する機能と、前記位置情報と、前記コンテナを搬出入す
る前記コンテナターミナルの位置情報とに基づいて前記携帯端末を保持している前記トレ
ーラの前記コンテナターミナルへの到着予定情報を算出する機能と、前記荷主端末から送
信された前記コンテナ情報と、前記携帯端末から送信された前記コンテナ番号と前記位置
情報とを受信すると共に、前記コンテナ情報と、前記トレーラの前記到着予定情報を送信
するための通信機能を備えたコンピュータと、前記コンピュータから前記コンテナ情報と
、前記トレーラの前記到着予定情報とを受信し、前記到着予定情報に基づいて、コンテナ
ヤードに備えられた作業指示端末に、クレーンによる荷役指示を出力するターミナル端末
と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、上記のような特徴を有するコンテナ位置管理システムにおいて、前記ターミナル
端末は、前記トレーラが前記コンテナターミナルのゲートに到着した際に手続を行うゲー
ト端末を備え、前記ゲート端末からの手続情報を受けることにより、前記トレーラが前記
コンテナターミナルに到着したと判定し、前記判定に基づいて前記作業指示端末に荷役指
示を出力する構成とすると良い。
【００１０】
　このような構成とすることで、トレーラの到着予定情報と実際にトレーラがコンテナタ
ーミナルに到着した時刻との間に誤差があったとしても、コンテナの荷役指示をトレーラ
がコンテナヤードに到着する前に出すことが可能となる。
【００１１】
　さらに、上記のような特徴を有するコンテナ位置管理システムでは、前記コンテナの海
運を国内船社が担う場合に、搬入される前記コンテナのコンテナ情報と、搬出される前記
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コンテナのコンテナ情報を共通の前記コンピュータにより、登録管理する構成とすること
が望ましい。
【００１２】
　このような構成とすることにより、従来よりも広域的な範囲で、コンテナ情報の一元管
理を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　上記のような特徴を有するコンテナ位置管理システムによれば、コンテナの位置や番号
を一元管理し、コンテナ物流の効率化を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態に係るコンテナ位置管理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係るコンテナ位置管理システムを運用して、実入りコンテナの搬入を
行う場合の流れを説明するためのフローである。
【図３】実施形態に係るコンテナ位置管理システムにおいて、実入りコンテナの搬出を行
う場合の構成を示す図である。
【図４】実施形態に係るコンテナ位置管理システムを運用して、実入りコンテナの搬出を
行う場合の流れを説明するためのフローである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明のコンテナ位置管理システムに係る実施の形態について、図面を参照して
詳細に説明する。まず、図１を参照して、本実施形態に係るコンテナ位置管理システム１
０のシステム構成について説明する。なお、図１は、実施形態に係るコンテナ位置管理シ
ステム１０を運用した実入りコンテナ５２ａの搬入の様子を示す図である。
【００１６】
［システムの構成］
　本実施形態に係るコンテナ位置管理システム１０は、荷主端末１２と携帯端末１４、コ
ンピュータ１６、およびターミナル端末１８を基本として構成されている。荷主端末１２
は、荷物を搬送する荷主の所有するパーソナルコンピュータ等の端末であれば良い。荷主
端末１２には、コンテナターミナル２０に対して搬出入するコンテナ５２（実入りコンテ
ナ５２ａ，空コンテナ５２ｂ）のコンテナ番号やコンテナ５２の重量、仕向地、内容物等
のコンテナ情報を入力する機能と、このコンテナ情報を、詳細を後述するコンピュータ１
６へ送信するための通信機能を備えていれば良い。
【００１７】
　携帯端末１４は、荷主の荷物が詰められた実入りコンテナ５２ａや、空コンテナ５２ｂ
を輸送するトレーラ５０の運転手が所有する端末であれば良い。携帯端末１２は、撮像機
能と、光学文字認識機能、全地球測位システム（ＧＰＳ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能、および通信機能等を備えていると良く、具体的には、高
機能携帯端末（タブレット端末）や、高機能携帯電話等であれば良い。
【００１８】
　撮像機能は、コンテナ番号を取得するための撮影を行う機能である。コンテナ番号は、
荷主の荷物が詰められた実入りコンテナ５２ａや空コンテナ５２ｂの他、ＢＬ（Ｂｉｌｌ
ｏｆ Ｌａｄｉｎｇ：船荷証券）などに記されており、状況に応じて運転手が、コンテナ
番号を含む範囲での撮影を行えば良い。また、光学文字認識機能は、撮像機能により撮像
された画像データから、コンテナ番号を数値として認識、取得するための機能であれば良
い。ＧＰＳ機能は、コンテナ番号を含む画像が撮影された位置情報をコンテナ番号に付加
させるための機能である。これにより、取得されたコンテナ番号を有するコンテナ５２、
あるいはコンテナ５２を搬出するためのＢＬを持つトレーラ５０が何処に存在するのかと
いう事を把握することが可能となる。さらに、通信機能は、光学文字認識機能によって識
別されたコンテナ番号と、これに付帯された位置情報を、詳細を後述するコンピュータ１
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６に送信するための機能である。
【００１９】
　また、コンピュータ１６は、荷主端末１２から送信されたコンテナ情報と、携帯端末１
４から送信されたコンテナ番号、並びに位置情報を記録し、詳細を後述するターミナル端
末１８に、コンテナ情報とこのコンテナ５２の到着予定情報を送信するための要素である
。このため、コンピュータ１６には、少なくとも記憶部と、演算部、及び通信部（いずれ
も不図示）が備えられていると良い。
【００２０】
　記憶部は、通信部を介して入力された荷主端末１２からのコンテナ情報と、携帯端末１
４からのコンテナ番号と位置情報とを関連付けて記録するための要素である。また、記憶
部には、荷主端末１２や、携帯端末１４、およびターミナル端末１８との通信のためにダ
ウンロードさせるコンテナ搬出入コンテナ予約システムソフトや、演算部を介して稼働す
る、目的地間の走行距離や時間を求めるためのナビソフト等も記録（保存）されている。
【００２１】
　演算部は、入力情報に基づいて各種ソフトを介して演算処理を行うための要素である。
例えば、荷主端末１２からコンテナ番号を含むコンテナ情報が入力され、携帯端末１４か
らコンテナ番号と位置情報が入力された場合には、コンテナ情報の中のコンテナ番号と、
位置情報が付帯されたコンテナ番号と、を関連付けてデータベースに記録する処理を行う
。
【００２２】
　そして、記憶部に記録されているナビソフトを起動して、位置情報とこの位置情報が付
帯されたコンテナ番号を持つ実入りコンテナ５２ａの搬入先となっているコンテナターミ
ナル２０の位置情報とに基づいて、両者間の走行距離、および移動時間を求め、該当する
コンテナ番号を持つ実入りコンテナ５２ａを搭載したトレーラ５０がコンテナターミナル
２０へ到着する時刻（到着予定情報）を求める。演算部により算出された実入りコンテナ
５２ａの到着予定情報と、この到着予定情報が付帯されたコンテナ情報は、通信部を介し
てターミナル端末１８に送信される。
【００２３】
　ターミナル端末１８は、コンピュータ１６からの送信情報を受信して、コンテナヤード
に配置しているクレーンに対する指令信号を出力するための要素であり、例えばＴＯＳ（
Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）上における管理指示を行うもの
であれば良い。ここで、コンピュータ１６からの送信情報とは、例えば、コンテナ情報や
、このコンテナ情報に付帯された到着予定情報などであれば良い。
【００２４】
　ターミナル端末１８にはＴＯＳとして、コンテナヤード２２のＲＴＧ（Ｒｕｂｂｅｒ　
Ｔｉｅｒｄ　Ｇａｎｔｒｙ　ｃｒａｎｅ：タイヤ式トランスファークレーン）２４等のク
レーン上に配備された作業指示端末や、ターミナルゲートに配備されたゲート端末２６な
どが付帯されており、コンテナ情報に付帯された到着予定情報に基づいて、作業指示端末
に、クレーンによるコンテナ５２の移動等の指示指令を出力する機能を有する。なお、Ｒ
ＴＧ２４が遠隔自動運転可能なものであって、運転手が乗務していない場合、作業指示端
末がＲＴＧ２４上にある必要はなく、管理棟内のＴＯＳ近傍に設置されても良い。作業指
示端末に対する指示指令は、例えば現在時刻と到着予定情報の時刻を比較し、現在時刻が
到着予定時刻に対して、予め定められた時間の範囲内（到着〇分前）となった場合に出力
するように制御されていれば良い。
【００２５】
　また、ゲート端末２６に対し、コンテナ情報に合致するコンテナ番号の手続情報の入力
があった場合に、トレーラ５０が到着したと判定し、作業指示端末に対し、指示指令を出
力するように制御されていると良い。すなわち、作業指示端末に対しては、ターミナル端
末１８からの直接指令と、ゲート端末２６からの間接指令の双方が出力されることとなる
。到着予定時刻と、実際の到着時刻との誤差による指示指令の欠落を防止するためである
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。
【００２６】
［システムの運用例：コンテナ搬入］
　次に、上記のような構成から成るコンテナ位置管理システム１０の運用について説明す
る。まず、図２を参照して、実入りコンテナ５２ａをコンテナターミナル２０へ搬入する
場合の運用例について説明する。なお、図２においては、コンテナ位置管理システム１０
を構成する各要素間の情報伝達の流れを実線で示し、コンテナ５２を運送するトレーラ５
０の移動や、荷役作業等の、情報伝達に付帯した実働動作に関する流れは、破線で示すこ
ととする。
【００２７】
　最初に、荷主端末１２からコンピュータ１６に対して、搬入コンテナの情報を送信する
（実入りコンテナ５２ａの搬入予約）。搬入コンテナ情報とは、例えば、コンテナ番号や
、重量、搬送地、内容物、搬入予定日等であれば良い。
【００２８】
　搬入コンテナ情報を受信したコンピュータ１６は、管理コンテナ５２として、予約情報
の登録を行うと共に、受信した搬入コンテナ情報をターミナル端末１８へと送信する。搬
入コンテナ情報を受信したターミナル端末１８は、コンテナ番号に関連づけて、搬入コン
テナ情報を登録する（搬入予定コンテナ情報の登録）。
【００２９】
　実入りコンテナ５２ａの搬入予約を行った後、荷主端末１２からトレーラ５０の運転手
等が持つ、携帯端末１４へ、実入りコンテナ５２ａの輸送指示が送信される（携帯端末１
４への運送指示）。携帯端末１４を有する運転手は、予約を受けた荷主の下へ、実入りコ
ンテナ５２ａを引き取りに行く。実入りコンテナ５２ａを引き取った運転手は、引き取っ
た実入りコンテナ５２ａをコンテナ番号が含まれる範囲で撮影する。なお、コンテナ５２
の撮影は、コンテナターミナル２０の近傍で行っても良い。しかし、ＧＰＳにより得られ
る位置情報を逐次コンピュータ１６へ送信する構成としておく事で、実入りコンテナ５２
ａを引き取った時に撮影を行う事ができる。これにより、運送途中に停止し、コンテナ５
２を撮影するという手間を省くことが可能となる。
【００３０】
　実入りコンテナ５２ａの撮影を行った携帯端末１４は、光学文字認識機能により、携帯
端末１４により撮像された画像データからコンテナ番号や型式番号を数値として認識、取
得し、ＧＰＳ機能により位置情報を取得する。その後、通信機能を用いて、取得したコン
テナ番号と共に位置情報を、コンピュータ１６に送信する（コンテナ撮影情報送信）。ま
た、携帯端末１４には、所定時間毎にＧＰＳ機能に基づく位置情報を取得し、コンテナ番
号と共に新たな位置情報をコンピュータ１６に送信する機能を持たせるようにすることも
できる。これにより、コンピュータ１６側では、コンテナターミナル２０に搬入が予定さ
れている実入りコンテナ５２ａの位置情報を逐次把握することができる。このため、位置
情報に基づく到着予定時刻の更新も可能となり、到着予定時刻と実際に実入りコンテナ５
２ａがコンテナターミナル２０へ到着する時刻との誤差を小さなものとすることが可能と
なる。
【００３１】
　携帯端末１４からコンテナ番号とこれに関連付けられた位置情報を受信したコンピュー
タ１６は、ナビソフトを介して、実入りコンテナ５２ａとコンテナターミナル２０との間
の移動ルート予測、走行距離、所要時間等を求め、到着予定時刻を算出する（コンテナ番
号と位置情報を確認、到着予定時刻を算出）。算出された到着予定時刻は、コンテナ番号
に関連付けられて、ターミナル端末１８へと送信される。なお、コンピュータ１６に対し
て、携帯端末１４から位置情報の更新情報が入力された場合にはコンピュータ１６は、新
たな到着予定時刻を算出し、ターミナル端末１８へと送信する。
【００３２】
　コンピュータ１６からコンテナ番号と、このコンテナ番号を有する実入りコンテナ５２
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ａの到着予定時刻を受信したターミナル端末１８は、到着予定時刻から現在時刻を減算し
、到着までにどれだけの時間が有るのかを算出する。そして、到着予定が所定時間以内と
なった場合に（到着前○分？）、実入りコンテナ５２ａを搬入するコンテナヤード２２の
選定を行い、選定されたコンテナヤード２２の作業指示端末に対して、ＲＴＧ２４を介し
た荷役指示を行う（搬入予定コンテナヤード２２の選定）。なお、実入りコンテナ５２ａ
を搭載したトレーラ５０の到着予定時刻が現在時刻に対して所定時間よりも長い場合には
、所定時間毎に当該判定を繰り返す構成としている。
【００３３】
　実入りコンテナ５０ａを搭載したトレーラ５０の運転手は、コンテナターミナル２０に
到着すると、ターミナルゲートのゲート端末２６においてチェックイン手続を行う。なお
、チェックインに際して、携帯端末１４にバーコードを表示させ、それをゲート端末２６
に設置されたバーコードリーダで読み込むことにより、手続きを簡素化してもよい。ゲー
ト端末２６は、チェックイン手続が行われたトレーラ５０が搭載する実入りコンテナ５２
ａのコンテナ番号をターミナル端末１８に送信し、該当番号の実入りコンテナ５２ａがコ
ンテナターミナル２０に到着した事を通知する。ターミナル端末１８は、到着した旨の通
知を受けた実入りコンテナ５２ａのコンテナ番号に基づいて、この実入りコンテナ５２ａ
の搬入先として選定したコンテナヤード２２の番号をゲート端末２６に返信する。ゲート
端末２６は、運転手に対し、実入りコンテナ５２ａを搬入するコンテナヤード２２を示し
、運転手は、指示に従って指定されたコンテナヤード２２へと移動する（ターミナルゲー
トでチェックイン：ゲート到着を確認、搬入先コンテナヤードを指示）。
【００３４】
　トレーラ５０のチェックイン手続が終了すると、ターミナル端末１８は、チェックイン
が成されたトレーラ５０の移動先となるコンテナヤード２２の作業指示端末に対して、Ｒ
ＴＧ２４による荷役指示を出力する（ＲＴＧにコンテナの荷役指示）。コンテナヤード２
２では、トレーラ５０がＲＴＧ２４下に到着すると、ＲＴＧ２４により、実入りコンテナ
５２ａが荷役され、実入りコンテナ５２ａの搬入が完了する。
【００３５】
　その後、実入りコンテナ５２ａを運送したトレーラ５０の運転手は、ゲート端末２６を
介してチェックアウト手続を行い、コンテナターミナル２０を後にする（ターミナルゲー
トでチェックアウト）。ゲート端末２６を介したチェックアウト手続が成されると、ター
ミナル端末１８は、コンピュータ１６に対して該当するコンテナ番号の実入りコンテナ５
２ａを運送したトレーラ５０がターミナルゲートを出た旨の連絡を送信する（ゲートアウ
トを確認、情報の送信）。この連絡を受けたコンピュータ１６は、該当するコンテナ番号
を有する実入りコンテナ５０ａの搬入が完了したと判断し、その旨を荷主端末１２に送信
する（コンテナ搬入完了を判定、情報の送信：コンテナ搬入完了情報を受信）。
【００３６】
　このような処理が成されたコンテナ位置管理システム１０では、コンピュータ１６にお
いて、実入りコンテナ５２ａが、コンテナ番号や、重量、搬送地、内容物と共に登録され
た状態となる。
【００３７】
［システムの運用例：コンテナ搬出］
　次に、実施形態に係るコンテナ位置管理システムの運用におけるコンテナの搬出につい
て、図３、図４を参照して説明する。なお、実施形態に係るコンテナ位置管理システム１
０は、図３に示すように、そのシステム構成自体は、コンテナ搬出時においても、搬入時
と同じ構成とされており、内部処理、およびコンテナ５２を運送するトレーラ５０の働き
が異なることとなる。なお、図３、図４では、コンテナターミナル２０から、実入りコン
テナ５２ａを搬出する場合の例を示している。また、図４においては、コンテナ位置管理
システム１０を構成する各要素間の情報伝達の流れを実線で示し、コンテナ５２を運送す
るトレーラ５０の移動や、荷役作業等の、情報伝達に付帯した実働動作に関する流れは、
破線で示すこととする。
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【００３８】
　実入りコンテナ５２ａの搬出では、まず、荷主が荷主端末１２を介して搬出する実入り
コンテナ５２ａのコンテナ番号と搬出予定日等（搬出対象を空コンテナ５２ｂとする場合
には、必要とする空コンテナ５２ｂのコンテナ番号と型式番号、搬出予定日等）をコンピ
ュータ１６に送信する（コンテナの搬出予約）。実入りコンテナ５２ａの搬出予約を受け
たコンピュータ１６は、この情報を登録すると共に、ターミナル端末１８に対して搬出を
予定する実入りコンテナ５２ａのコンテナ番号と搬出予定日等を送信する（予約情報の登
録）。
【００３９】
　実入りコンテナ５２ａの搬出情報を受信したターミナル端末１８は、該当するコンテナ
番号を有する実入りコンテナ５２ａが載置されているコンテナヤード２２を検出し、この
コンテナヤード２２に配備された作業指示端末に対し、該当するコンテナ番号を有する実
入りコンテナ５２ａが、段積みされたコンテナ５２の中の最上段に有るか否かを問い合わ
せる（対象コンテナは最上段にある？）。問い合わせの結果、該当するコンテナ番号を有
する実入りコンテナ５２ａが最上段に無い場合には、作業指示端末に対して、ＲＴＧ２４
を介して該当するコンテナ番号を有する実入りコンテナ５２ａを最上段に位置させるよう
に、作業指示を出力する（ＲＴＧにコンテナの掘り起しを指示）。
【００４０】
　一方、実入りコンテナ５２ａの搬出予約を行った後の荷主端末１２は、実入りコンテナ
５２ａを運送するトレーラ５０の運転手の持つ携帯端末１４に対して、運送指示を出力す
る。運送指示を受けたトレーラ５０の運転手は、荷主からＢＬを受け取り、コンテナター
ミナル２０へと移動する（携帯端末へ運送指示）。
【００４１】
　ここで、ＢＬを受け取った運転手は、携帯端末１４によりＢＬを撮影する。ＢＬの撮影
を行った携帯端末１４では、光学文字認識機能により撮像された画像データからコンテナ
番号や型式番号を数値として認識、取得し、ＧＰＳ機能により位置情報を取得する。その
後、通信機能を用いて、取得したコンテナ番号等と共に位置情報を、コンピュータ１６に
送信する。また、携帯端末１４には、所定時間毎にＧＰＳ機能に基づく位置情報を取得し
、コンテナ番号と共に新たな位置情報をコンピュータ１６に送信する機能を持たせるよう
にすることもできる。これにより、コンピュータ１６側では、該当するコンテナ番号を付
された実入りコンテナ５２ａを搬出するトレーラ５０の位置情報を逐次把握することがで
きる。このため、位置情報に基づくトレーラ５０の到着予定時刻の更新も可能となり、到
着予定時刻と実際にトレーラ５０がコンテナターミナル２０へ到着する時刻との誤差を小
さなものとすることが可能となる（ＢＬを撮影情報送信）。
【００４２】
　携帯端末１４からコンテナ番号とこれに関連付けられた位置情報を受信したコンピュー
タ１６は、ナビソフトを介して、トレーラ５０とコンテナターミナル２０との間の移動ル
ート予測、走行距離、所要時間等を求め、到着予定時刻を算出する。算出された到着予定
時刻は、コンテナ番号に関連付けられて、ターミナル端末１８へと送信される。なお、コ
ンピュータ１６に対して、携帯端末１４から位置情報の更新情報が入力された場合にはコ
ンピュータ１６は、新たな到着予定時刻を算出し、ターミナル端末１８へと送信する。
【００４３】
　コンピュータ１６からコンテナ番号と、このコンテナ番号を有する実入りコンテナ５２
ａを搬出するトレーラ５０の到着予定時刻を受信したターミナル端末１８は、到着予定時
刻から現在時刻を減算し、到着までにどれだけの時間が有るのかを算出する。そして、到
着予定が所定時間以内となった場合に、該当するコンテナ番号を有する実入りコンテナ５
２ａが載置されているコンテナヤード２２のＲＴＧ２４の作業指示端末に対して、搬出予
定コンテナの荷役指示を出力する（到着前○分？：ＲＴＧにコンテナの荷役指示）。
【００４４】
　実入りコンテナ５２ａを搬出するトレーラ５０の運転手は、コンテナターミナル２０に
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到着すると、ターミナルゲートのゲート端末２６においてチェックイン手続を行う。なお
、チェックインに際して、携帯端末１４にバーコードを表示させ、それをゲート端末２６
に設置されたバーコードリーダで読み込むことにより手続きを簡素化してもよい。ゲート
端末２６は、チェックイン手続が行われた際にＢＬに示されたコンテナ番号をターミナル
端末１８に送信し、該当番号の実入りコンテナ５２ａを搬出するトレーラ５０がコンテナ
ターミナル２０に到着した事を通知する。ターミナル端末１８は、トレーラ５０が到着し
た旨の通知を受けたコンテナ番号に基づいて、該当番号の実入りコンテナ５２ａが載置さ
れているコンテナヤード２２の番号をゲート端末２６に返信する。ゲート端末２６は、運
転手に対し、搬出予定の実入りコンテナ５２ａが載置されているコンテナヤード２２を提
示し、運転手は、指示に従って提示されたコンテナヤード２２へと移動する（ターミナル
ゲートでチェックイン：ゲート到着を確認、載置コンテナヤードを指示）。
【００４５】
　トレーラ５０のチェックイン手続が終了すると、ターミナル端末１８は、チェックイン
が成されたトレーラ５０の移動先となるコンテナヤード２２のＲＴＧ２４上の作業指示端
末に対して、荷役指示を出力する（ＲＴＧにコンテナの荷役指示）。コンテナヤード２２
では、トレーラ５０がＲＴＧ２４下に到着すると、ＲＴＧ２４により、実入りコンテナ５
２ａがトレーラ５０に搭載される。
【００４６】
　実入りコンテナ５２ａを受け取ったトレーラ５０の運転手は、ゲート端末２６を介して
チェックアウト手続を行い、コンテナターミナル２０を後にする（ターミナルゲートでチ
ェックアウト：搬出完了）。ゲート端末２６を介したチェックアウト手続が成されると、
ターミナル端末１８は、コンピュータ１６に対して該当するコンテナ番号の実入りコンテ
ナ５２ａがコンテナターミナル２０から搬出された旨の連絡を送信する（ゲートアウトを
確認、情報の送信）。この連絡を受けたコンピュータ１６は、該当するコンテナ番号を有
する実入りコンテナ５２ａが搬出されたと判断し、その旨を荷主端末１２に送信する（コ
ンテナが搬出された事を判定、情報の送信：コンテナ搬出情報を受信）。
【００４７】
　コンテナ搬入時の運用例において説明したように、このような処理が成されたコンテナ
位置管理システム１０では、コンピュータ１６において、実入りコンテナ５２ａが、コン
テナ番号や、重量、搬送地、内容物と共に登録された状態となる。このため、実入りコン
テナ５２ａをコンテナヤード２０から搬出した後、コンピュータ１６が携帯端末１４から
位置情報とコンテナ番号を受信する構成とし、実入りコンテナ５２ａが荷主の下へ到着す
る予定時刻等を算出し、荷主端末１２へ、その旨の情報を送信するようにしても良い。
【００４８】
　また、上記実施形態では、実入りコンテナ５２ａの搬入と搬出をそれぞれ別の形態とし
て説明している。このため、各実施形態において荷主端末１２、携帯端末１４、コンピュ
ータ１６、ターミナル端末１８、およびコンテナターミナル２０は、全て同じものである
ように示している。しかしながら、搬出入される実入りコンテナ５２ａを共通とし、当該
実入りコンテナ５２ａを搬入する荷主と、これを搬出する荷主とを異ならせるようにして
も良い。すなわち、搬入と搬出の間に、国内船社の船舶による運送が介在され、搬入側の
コンテナターミナルと、搬出側のコンテナターミナルが異なるような場合であっても、本
発明に係るコンテナ位置管理システム１０の運用は可能となる。実入りコンテナ５２ａの
運送状態をコンピュータ１６により管理しているからである。
【００４９】
　このため、コンテナ５２（実入りコンテナ５２ａであるか空コンテナ５２ｂであるかを
問わない）を運送するトレーラ５０の運転手が、船社や荷主と直接の雇用関係が無い場合
であっても、コンテナ５２の位置や番号、および運送状態を一元管理することが可能とな
り、コンテナ物流の効率化を図ることが可能となる。
【符号の説明】
【００５０】
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１０………コンテナ位置管理システム、１２………荷主端末、１４………携帯端末、１６
………コンピュータ、１８………ターミナル端末、２０………コンテナターミナル、２２
………コンテナヤード、２４………ＲＴＧ、２６………ゲート端末、５０………トレーラ
、５２………コンテナ、５２ａ………実入りコンテナ、５２ｂ………空コンテナ。
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